
 受注型旅⾏取引条件書 
 株式会社ユニゲワールドクラストラベル&リアルエステート 

 この書⾯は旅⾏業法第12条の4に定めるところの取引条件の説明書⾯及び同法第12条の5に定めるところの契約書⾯の⼀部となります。 

 1. 受注型企画旅⾏契約 
 1.  「受注型企画旅⾏契約」(以下単に「契約」といいます。) 
 とは、当社がお客様の依頼により、旅⾏の⽬的地及び⽇程、お 
 客様が提供を受けることができる運送等サービスの内容並びに 
 お客様が当社に⽀払うべき旅⾏代⾦の額を定めた旅⾏に関する 
 計画を作成し、これにより旅⾏を実施する旅⾏契約をいいま 
 す。 
 2.  旅⾏契約の内容・条件は、契約書⾯、本旅⾏条件書、出発前 
 にお渡しする最終旅⾏⽇程表と称する確定書⾯(以下、「最終 
 旅⾏⽇程表」といいます。) 及び、当社旅⾏業法の受注型企画 
 旅⾏契約の部 (当社ウェブサイトを参照してください。) 等によ 
 ります。ご希望のお客様にはお送りしますので、ご請求くださ 
 い。 

 2. 契約の申込 
 1.  当社がお客様に交付した企画の内容に関し契約を申し込もう 
 とするお客様は、当社所定の申込書に所定の事項を記⼊の上、 
 当社が別に定める⾦額の申込⾦を添えてお申し込みいただきま 
 す。当社業務の都合上、専⽤の書⾯・画⾯に必要事項を記載い 
 ただく場合もございます。 
 2.  当社と通信契約を締結しようとするお客様は、前項の規定に 
 かかわらず、 会員番号を当社に通知しなければなりません。 
 3.  当社は、団体・グループを構成する旅⾏者の代表としての契 
 約責任者から、旅⾏申し込みがあった場合、契約の締結及び解 
 除等に関する⼀切の代理権を契約責任者が有しているものとみ 
 なします。 
 4.  契約責任者は、当社が定める⽇までに、構成者の名簿を当社 
 に提出しなければなりません。契約責任者は、第２２項による 
 第三者提供が⾏なわれることについて、構成者本⼈の同意を得 
 るものとします。 
 5.  当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、⼜は将来負 
 うことが予測される債務⼜は義務については、何らの責任を負 
 うものではありません。 
 6.  当社は、契約責任者が団体・グループに同⾏しない場合、旅 
 ⾏開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者 
 を契約責任者とみなします。 
 7.  健康を害している⽅、⾞椅⼦などの器具をご利⽤になってい 
 る⽅や⼼⾝に障がいのある⽅、⾷物アレルギー・動物アレル 
 ギーのある⽅、妊娠中の⽅、妊娠の可能性のある⽅、⾝体障害 
 者補助⽝(盲導⽝、聴導⽝、介助⽝)をお連れの⽅その他特別な 
 配慮を必要とする⽅は、上記(4)の期⽇までのできるだけ早い機 
 会に、参加にあたり特別な配慮が必要となる旨をお申し出下さ 
 い。 (旅⾏契約成⽴後にこれらの状態になった場合も直ちにお 
 申し出ください。) あらためて当社からご案内申し上げますの 
 で、旅⾏中に必要となる措置の内容を具体的にお申し出くださ 
 い。 
 8.  前号のお申し出を受けた場合、当社は、可能かつ合理的な範 
 囲内でこれに応じます。これに際して、お客様の状況及び必要 
 とされる措置についてお伺いし、⼜は書⾯でそれらを申し出て 
 いただくことがあります。 
 9.  当社は、旅⾏の安全かつ円滑な実施のために介助者⼜は同伴 
 者の同⾏、医師の診断書の提出、コースの⼀部について内容を 
 変更すること等を条件とすることがあります。また、お客様か 
 らお申し出いただいた措置を⼿配することができない場合は旅 
 ⾏契約のお申込みをお断りし、⼜は旅⾏契約の解除をさせてい 
 ただくことがあります。なお、お客様からのお申し出につき、 
 当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費⽤は原則と 
 してお客様の負担とします。 
 10.  お客様がご旅⾏中に疾病、傷害その他の事由により、医師 
 の診断⼜は加療を必要とする状態になったと当社が判断する場 
 合は、必要な措置をとらせていただきます。これにかかる⼀切 
 の費⽤はお客様のご負担になります。 
 3. 契約締結の拒否 
 当社は、次に掲げる場合において、契約の締結に応じないこと 
 があります。 
 1.  お客様が他の旅⾏者に迷惑を及ぼし、⼜は団体⾏動の円滑な 
 実施を妨げるおそれがあるとき。 
 2.  通信契約を締結しようとする場合であって、お客様がお持ち 

 のクレジットカードが無効である等、旅⾏代⾦に係る債務の⼀ 
 部⼜は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できない 
 とき。 
 3.  お客様が暴⼒団員、暴⼒団関係者、その他反社会的勢⼒であ 
 ると判明したとき。 
 4.  お客様が当社に対して暴⼒的⼜は不当な要求⾏為、脅迫的な 
 ⾔動や暴⼒を⽤いる⾏為などを⾏ったとき。 
 5.  お客様が⾵説を流布し、偽計や威⼒を⽤いて当社の信⽤を毀 
 損⼜は業務を妨害する⾏為などを⾏ったとき。 
 6.  その他  当社の業務上の都合があるとき。 

 4.契約の成⽴時期 
 1.  契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込⾦を受理したとき 
 に成⽴します。 
 2.  当社は、契約責任者と契約を締結する場合、書⾯による特約 
 をもって、申込⾦の⽀払を受けることなく、契約の申し込みを 
 受けることがあります。この場合、契約の成⽴時期は、当該特 
 約書⾯を交付したときに成⽴いたします。 
 3.  申込⾦は、旅⾏代⾦、取消料、その他お客様が当社に⽀払う 
 ⾦銭の⼀部に充当します。 

 5. 企画書⾯の交付 
 1. 当社は、当社に受注型企画旅⾏契約の申込みをしようとする 
 旅⾏者からの依頼があったときは、当社の業務上の都合がある 
 ときを除き、当該依頼の内容に沿って作成した旅⾏⽇程、当社 
 のサービスの内容、旅⾏代⾦その他旅⾏条件に関する企画の内 
 容を記載した書⾯（以下「企画書⾯」といいます。）を交付し 
 ます。 
 2. 当社は、前項の企画書⾯において、旅⾏代⾦の内訳として企 
 画に関する取扱料⾦（以下「企画料⾦」といいます。）の⾦額 
 を明⽰することがあります。 

 6. 契約書⾯の交付 
 1.  当社は、契約の成⽴後速やかに、お客様に、旅⾏⽇程、旅⾏ 
 サービスの内容、旅⾏代⾦その他旅⾏条件及び当社の責任に関 
 する事項を記載した契約書⾯を交付します。 
 2.  契約書⾯を交付した場合において、当社が契約により⼿配 
 し、旅程を管理する義務を負う旅⾏サービスの範囲は、(1) の 
 契約書⾯に記載するところによります。 

 7. 確定書⾯ 
 1.  契約書⾯において、確定された旅⾏⽇程及び利⽤予定の宿泊 
 機関及び表⽰上必要な運送機関名称を記載できない場合には、 
 当該契約書⾯において利⽤予定の宿泊機関及び表⽰上必要な運 
 送機関の名称を列挙した上で、当該契約書⾯の交付後、旅⾏開 
 始⽇の前⽇(旅⾏開始⽇の前⽇から起算してさかのぼって７⽇ 
 ⽬に当たる⽇以降に契約の申し込みがなされた場合にあって 
 は、旅⾏開始⽇) までに、これらの確定状況を記載した確定書 
 ⾯を交付します。 
 2.  前項の場合において、⼿配状況の確認を希望するお客様から 
 の問い合わせがあったときは、確定書⾯の交付前であっても、 
 当社は、可能な限り迅速かつ適切にこれに回答します。 
 3.  確定書⾯を交付した場合には、当社が⼿配し旅程を管理する 
 義務を負う旅⾏サービスの範囲は、当該確定書⾯に記載すると 
 ころに特定されます。 

 8. 旅⾏代⾦の⽀払時期と旅⾏代⾦の変更 
 1.  旅⾏代⾦の額は、受注型企画旅⾏の企画書⾯または契約書⾯ 
 に記載します。旅⾏代⾦は、旅⾏出発⽇までの当社が定める期 
 ⽇までにお⽀払いください。 
 2.  利⽤する運送機関の運賃・料⾦が企画書⾯に記載した基準⽇ 
 において有効な公⽰されている適⽤運質・料⾦が著しい経済情 
 勢の変化等により、通常想定される程度を⼤幅に超えて改訂さ 
 れた時は、その差額だけ旅⾏代⾦を増額⼜は減額することがあ 
 ります。当社は、旅⾏代⾦を増額する場合は旅⾏出発⽇の前⽇ 
 から起算してさかのぼって１５⽇⽬に当たる⽇より前に通知す 
 るものとし、この場合お客様は、旅⾏開始⽇前に企画料⾦⼜は 
 取消料を⽀払うことなく、契約を解除することができます。適 



 ⽤運賃・料⾦が減額された場合は、その差額だけ旅⾏代⾦を減 
 額します。 
 3.  当社は、運送・宿泊機関等の利⽤⼈数により旅⾏代⾦が異な 
 る旨を契約書⾯に記載した場合において、契約成⽴後に当社の 
 責に帰すべき事由によらず当該利⽤⼈員が変更となったとき 
 は、契約書⾯に記載したところにより旅⾏代⾦の額を変更する 
 ことがあります。 

 9. 契約内容の変更 
 1.  お客様から契約内容の変更の求めがあったときは、当社は可 
 能な限りお客様の求めに応じます。この場合、当社は旅⾏代⾦ 
 を変更することがあります。 
 2.  当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅⾏ 
 サービス提供の中⽌、官公署の命令、当初の運⾏計画によらな 
 い運送サービスの提供その他当社に関与し得ない事由が⽣じた 
 場合において、旅⾏の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得 
 ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関 
 与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明し 
 て、旅⾏⽇程、旅⾏サービスの内容その他、旅⾏契約の内容を 
 変更することがあります。但し、緊急の場合においてやむを得 
 ないときは、変更後に理由を説明いたします。 

 10.お客様の交替 
 1.  お客様は、当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り 
 渡すこと、⼜は、構成者の変更を⾏うことができます。この 
 際、当社の定める交替に要する⼿数料をいただきます。 (既に 
 航空券を発⾏している場合、別途料発券に関わる費⽤を請求す 
 る場合があります。) 
 2.  当社は、 (1)にかかわらず、利⽤運送機関・宿泊機関等がお 
 客様の交替に応じない等の理由により、交替をお断りする場合 
 があります。 

 11. 旅⾏契約の解除 
 (1) お客様から企画料⾦⼜は取消料をいただく場合 
 ①  お客様は、企画書⾯記載の企画料⾦⼜は取消料を⽀払って、 
 旅⾏契約を解除することができます。 
 ②  当社の責任とならないローンの⼿続等の事由によるお取り消 
 しの場合も記載の企画料⾦⼜は取消料をいただきます。 
 ③  お客様が、3 (3) (4)(5)のいずれかに該当することが判明した 
 ときは、当社は旅⾏契約を解除することができます。その場 
 合、企画書⾯記載の企画料⾦または取消料をいただきます。 
 (2) お客様から企画料⾦⼜は取消料をいただかない場合 
 お客様は次に掲げる場合において、旅⾏開始前に企画料⾦⼜は 
 取消料を⽀払うことなく、契約を解除することができます。 
 ①  旅⾏契約内容が変更されたとき。但し、その変更が第16条 
 別表第2に掲げるものその他重要なものである場合に限りま 
 す。 
 ②  8 (2)により旅⾏代⾦が増額されたとき 
 ③  天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅⾏サービス提 
 供の中⽌、宮公署の命令その他の部由が⽣じた場合において、 
 旅⾏の安全かつ円滑な実施が不可能となり、⼜は、不可能とな 
 るおそれが極めて⼤きいとき 
 ④  当社がお客様に対し、期⽇までに確定書⾯を交付しなかった 
 とき 
 ⑤  当社の責に帰すべき事由が⽣じた場合において契約書⾯に記 
 載した旅⾏⽇程に従った旅⾏の実施が不可能となったとき 
 ⑥  旅⾏開始後において、お客様の責に帰すべき事由によらず契 
 約書⾯に記載した旅⾏サービスを受領することができなくなっ 
 たとき⼜はその旨を告げたとき。但し、当該事由が当社の責に 
 帰すべき事由によらない場合には、 旅⾏代⾦のうち旅⾏サー 
 ビスを受領することができなくなった部分に係る⾦額から、 
 当該旅⾏サービスに対して取消料、遂約料その他既に⽀払い、 
 ⼜はこれから⽀払わなければならない費⽤に係る⾦額を差し引 
 いたものをお客様に払い戻します。 

 12. 添乗サービス 
 1. 当社は、旅⾏の内容により添乗員その他の者を同⾏させて第 
 ２４条各号に掲げる業務その他当該受注型企画旅⾏に付随して 
 当社が必要と認める業務の全部⼜は⼀部を⾏わせることがあり 
 ます。 
 2.  当社は、お客様のご依頼により原則として企画書⾯に記載の 
 添乗サービス料⾦を申し受けたうえで、添乗サービスを提供い 
 たします。なお、添乗サービス料⾦とは別に、添乗員が同⾏す 
 るために必要な交通費、宿泊費等の実費を別途申し受けます。 
 添乗サービス料⾦(添乗員１名１⽇あたり)国内旅⾏:４４,０００ 
 円 
 3.  添乗員その他の者が業務に従事する時間帯は、原則として８ 
 時から２０時とさせていただきます。 
 4.  添乗員が同⾏しない場合、現地ガイド、現地あっ旋員が、旅 

 ⾏を円滑に実施するために必要な業務を⾏う場合があります。 
 5.  添乗員が同⾏せず、かつ、現地ガイド・現地あっ旋員がいな 
 い場合、旅⾏・サービスの提供を受けるための⼿続きは、お客 
 様ご⾃⾝で⾏っていただく場合があります。 

 13.当社の責任 
 1.  当社は、当社⼜は当社の⼿配代⾏者が故意⼜は過失によりお 
 客様に損害を与えた場合は、当該損害を賠償します。但し、損 
 害発⽣の翌⽇から起算して２年以内に当社に対して通知があっ 
 た場合に限ります。 
 2.  お客様が、以下に例⽰するような当社⼜は当社の⼿配代⾏者 
 の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は、(1)の 
 場合を除き、当該損害を賠償する責任を負うものではありませ 
 ん。 
 ①  天災地変、戦乱、暴動⼜はこれらのために⽣じる旅⾏⽇程の 
 変更もしくは旅⾏の中⽌ 
 ②  運送・宿泊機関等の事故、⽕災により発⽣する損害 
 ③  運送・宿泊機関等のサービス提供の中⽌⼜はこれらのために 
 ⽣じる旅⾏⽇程の変更もしくは旅⾏の中⽌ 
 ④  官公署の命令、⼜はそれによって⽣じる旅⾏⽇程の変更、旅 
 ⾏の中⽌ 
 ⑤  ⾃由⾏動中の事故 
 ⑥  ⾷中毒 
 ⑦  盗難 
 ⑧  運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更など⼜ 
 はこれらによって⽣じる旅⾏⽇程の変更・⽬的地滞在時間の短 
 縮 
 3.  当社は、⼿荷物について⽣じた損害については、損害発⽣の 
 翌⽇から起算して国内旅⾏については１４⽇以内、海外旅⾏に 
 ついては２１⽇以内に当社に対して通知があったときに限り、 
 お客様１名につき１５万円を限度(当社に故意⼜は重⼤な過失 
 がある場合を除きます。) として賠償します。 

 14.特別補償 
 当社は、お客様が当旅⾏参加中に、急激かつ偶然な外来の事故 
 により、その⾝体、⽣命⼜は⼿荷物上に被った⼀定の損害につ 
 いて、当社旅⾏業約款特別補償規程により、以下の⾦額の範囲 
 において、補償⾦⼜は⾒舞⾦を⽀払います。 
 •  死亡補償⾦︓海外旅⾏２,５００万円、国内旅⾏１,５００万 
 円 
 •  後遺障害補償⾦︓程度に応じて死亡補償⾦の３~１００% 
 •  ⼊院⾒舞⾦︓⼊院⽇数により海外旅⾏４万円~４０万円、国 
 内旅⾏２万円~２０万円 
 •  通院⾒舞⾦︓通院⽇数により海外旅⾏２万円~１０万円、国 
 内旅⾏１万円~５万円 
 •  携⾏品損害補償⾦︓お客様１名につき~１５万円(但し、補償 
 対象品１個⼜は１対あたり１０万円を限度とします。) ただ 
 し、損害額が旅⾏者１名について１回の事故につき３千円を超 
 えない場合は、当社は、損害補償⾦を⽀払いません。 
 当該旅⾏⽇程において、お客様が当社の⼿配に係る旅⾏サービ 
 スの提供を⼀切受けない⽇が定められている場合において、そ 
 の旨及び当該⽇に⽣じた事故による⽣命、⾝体⼜は⼿荷物の損 
 害については、補償⾦及び⾒舞⾦の⽀払が⾏われない旨につい 
 て契約書⾯に明⽰したときは、当該⽇は「旅⾏参加中」とはい 
 たしません。 

 15.旅程保証 
 当社は、別表第2に掲げる契約内容の重要な変更（次の各号に 
 掲げる変更（運送・宿泊期間等が当該旅⾏サービスの提供を 
 ⾏っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席・部屋そ 
 の他の諸設備の不⾜が発⽣したことによるものを除きます。） 
 を除きます。）が⽣じた場合は、旅⾏代⾦に同表右欄に記載す 
 る率を乗じた額以上の変更補償⾦を旅⾏終了⽇の翌⽇から起算 
 して３０⽇以内に⽀払います。ただし、当該変更について当社 
 に第２８条第１項の規定に基づく責任が発⽣することが明らか 
 である場合には、この限りではありません。 
 (1) 次に掲げる事由による変更 
 1 天災地変 
 2 戦乱 
 3 暴動 
 4 官公署の命令 
 5 運送・宿泊機関等の旅⾏サービス提供の中⽌ 
 6 当初の運⾏計画によらない運送サービスの提供 
 7 旅⾏参加者の⽣命⼜は⾝体の安全確保のための必要な措置 
 (2) 第13条第1項の規定に基づいて受注型企画旅⾏契約が変更さ 
 れたときの当該変更された部分及び第１６条から第１８条まで 
 の規定に基づいて受注型企画旅⾏契約が解除されたときの当該 
 解除された部分に係る変更 
 旅⾏⽇程に下表に掲げる変更が⾏われた場合は、当社旅⾏業約 



 款受注型企画旅⾏契約の部の規定により、その変更の内容に応 
 じて旅⾏代⾦に下表に定める率を乗じた額の変更補償⾦を⽀払 
 います。但し、⼀旅⾏契約について⽀払われる変更補償⾦の額 
 は、旅⾏代⾦の１５%を限度とします。また、⼀旅⾏契約につ 
 いて⽀払われる変更補償⾦の額が１,０００円未満の場合は、 
 変更補償⾦は⽀払いません。 

 16. お客様の責任 
 1.  お客様の故意⼜は過失により当社が損害を被ったときは、当 
 該お客様は、損害を賠償しなければなりません。 
 2.  お客様は、当社から提供される情報を活⽤し、契約書⾯に記 
 載された旅⾏者の権利・義務その他企画旅⾏契約内容について 
 理解するよう努めなければなりません。 
 3.  お客様は、旅⾏開始後に、契約書⾯に記載された旅⾏サービ 
 スについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅⾏地 
 において速やかに添乗員、現地ガイド、あっ旋員、旅⾏サービ 
 ス提供機関及び当社にその旨を申し出なければなりません。 
 4.  旅⾏中に、事故などが⽣じた場合は、直ちに別途お知らせす 
 る連絡先⼜は当社にご通知ください。(もし、通知できない事 
 情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。) 

 17.国内（海外）旅⾏保険の加⼊について 
 ご旅⾏中、病気・けがをした場合、多額の治療費、移送費等が 
 かかることがあります。また、事故の場合、加害者への損害賠 
 償請求や賠償⾦の回収が⼤変困難である場合があります。これ 
 らを担保するため、お客様⾃⾝で充分な額の国内（海外）旅⾏ 
 保険に加⼊することをお勧めします。 

 17.個⼈情報の取扱い 
 1.  当社は、旅⾏申込みの受付に際し、所定の申込書に記載され 
 た項⽬についてお客様の個⼈情報を取得いたします。 
 お客様が当社にご提供いただく個⼈情報の項⽬をご⾃分で選択 
 することはお客様の任意ですが、全部または⼀部の個⼈情報を 
 提供いただけない場合であって、お客様との連絡、あるいは旅 
 ⾏サービスの⼿配及びそれらのサービスの受領のために必要な 
 ⼿続きがとれない場合、お客様のお申込、ご依頼をお引受でき 
 ないことがあります。 
 2.  当社は、前号により取得した個⼈情報について、お客様との 
 連絡のために利⽤させていただくほか、お客様がお申込みいた 
 だいた旅⾏において旅⾏サービスの⼿配及びそれらのサービス 
 の受領のための⼿続に必要な範囲内で利⽤し、また、お申込み 
 いただいたパンフレットに記載された運送・宿泊機関等及び保 
 険会社、⼿配代⾏者に対し、電⼦的⽅法等で送付することによ 
 り提供いたします。その他、当社は、前号により取得した個⼈ 
 情報及び当社のサイト閲覧履歴、購買履歴並びに当社 
 提供アプリ利⽤時の⾏動履歴などの個⼈情報を、  ①  当社ら及び 
 当社らの提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案 
 内、  ②  旅⾏参加後のご意⾒やご感想の提供のお願い、  ③  アン 
 ケートのお願い、  ④  統計資料の作成などに、お客様の個⼈情報 
 を利⽤させていただくことがあります。 

 3.  当社は、旅⾏中に疾病・事故等があった場合に備え、お客様 
 の旅⾏中の連絡先の⽅の個⼈情報をお伺いしています。この個 
 ⼈情報は、お客様に疾病等があった場合で連絡先の⽅へ連絡の 
 必要があると当社が認めた場合に使⽤させていただきます。お 
 客様は、連絡先の⽅の個⼈情報を当社に提供することについて 
 連絡先の⽅の同意を得るものとします。 
 4.  当社は、旅⾏添乗業務等の旅程管理業務及び空港等でのあっ 
 旋サービス業務等において、本項 (1)により取得した個⼈情報 
 を取扱う業務の⼀部または全部を第三者（海外移転を含みま 
 す。）へ委託することがあります。この場合、当社は当該委託 
 先企業を当社基準により選定し、秘密保持に関する契約を交わ 
 した上で個⼈情報を委託（預託）いたします。 

 18.約款準拠 
 本旅⾏条件説明書⾯に記載のない事項は、当社旅⾏業約款受注 
 型企画旅⾏契約の部に定めるところによります。 

 19.通信契約の旅⾏条件 
 1.  当社は、当社が提携するクレジットカード会社(以下、「提 
 携会社」といいます。) のカード会員(以下、「会員」といいま 
 す。) より、所定の伝票への会員の署名なくして旅⾏代⾦、取 
 消料等のお⽀払を受けることを条件に、お客様から電話、郵 
 便、ファクシミリ、インターネットその他の通信⼿段によるお 
 申込みを受けて旅⾏契約 (以下、「通信契約」といいます。 ) 
 を締結することがあります。通信契約による旅⾏条件も本旅⾏ 
 条件書に準拠しますが、⼀部取扱が異なりますので、以下に異 
 なる点のみを案内します。 
 2.  本項でいう「カード利⽤⽇」とは、お客様または当社が旅⾏ 
 契約に基づく旅⾏代⾦等のお⽀払または払戻債務を履⾏すべき 
 ⽇をいいます。 
 3.  当社は提携会社のカードにより所定の伝票への会員の署名な 
 くして旅⾏代⾦や取消料等お⽀払を受けます。この場合、旅⾏ 
 代⾦のカード利⽤⽇は、確定した旅⾏サービスの内容をお客様 
 に通知した⽇とします。また、契約内容の変更や契約解除等に 
 よりお客様が負担することになる費⽤のカード利⽤⽇は、当社 
 が費⽤等の額をお客様に通知した⽇とします。但し、第１７項 
 により当社が旅⾏契約を解除したときは、当社が定める期⽇お 
 よび⽅法により、当該費⽤等を お⽀払いただきます。 
 5.  当社は、お客様の有するクレジットカードが無効であるまた 
 は無効になり、 お客様が旅⾏代⾦・取消料等の⼀部または全 
 部を提携会社のカードによって決済できないときは、旅⾏契約 
 の締結をお断りまたは旅⾏契約を解除することがあります。 

 20. 事故などのお申し出について 
 旅⾏中に、事故などが⽣じた場合は、直ちに旅⾏⽇程表でお知 
 らせする連絡先にご通知ください。 (もし、通知できない事情 
 がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。) 

 取消料 
 1 国内旅⾏に係る取消料                             

 区分  取消料 
 (1)次項以外の受注型企画旅⾏契約 
 1 ２から６までに掲げる場合以外の場合 
 企画料⾦に相当する⾦額（当社が契約書⾯において企画料⾦の⾦額を明⽰した場合に限る。） 

 企画料⾦に相当する額 

 2 旅⾏開始⽇の前⽇から  起算してさかのぼって２０  ⽇⽬（⽇帰り旅⾏にあっては10⽇⽬）に当たる 
 ⽇以降に解除する場合（３から６までに掲げる場合を除く。） 

 旅⾏代⾦の２０% 

 3 旅⾏開始⽇の前⽇から  起算してさかのぼって７⽇⽬に  当たる⽇以降に解除する場合（３から６ま 
 でに掲げる場合を除く。） 

 旅⾏代⾦の３０% 

 4 旅⾏開始⽇の前⽇に解除する場合  旅⾏代⾦の４０% 
 5 旅⾏開始当⽇に解除する場合（６に掲げる場合を除く。）  旅⾏代⾦の５０% 
 6 旅⾏開始後の解除⼜は無連絡不参加の場合  旅⾏代⾦の１００% 
 (2) 貸切船舶を利⽤する受注型企画旅⾏契約  当該船舶に係る取消料の規定 

 によります。 
 備考 
 (1)  取消料の⾦額は、契約書⾯に明⽰します。 
 (2)  本表の適⽤に当たって「旅⾏開始後」とは、別紙特別補償規程第２条第３項に規定する「サー 

 ビスの提供を受けることを開始した時」以降をいいます。 



 2 海外旅⾏に係る取消料    
 区分  取消料 
 (1) 本邦出国時⼜は帰国時に航空機を利⽤する受注型企画旅⾏契約（次項に掲げる旅⾏契約を除く。） 
 1 ２から４までに掲げる場合以外の場合（当社が契約書⾯において企画料⾦の⾦額を明⽰した場合に 
 限る。） 

 企画料⾦に相当する額 

 2 旅⾏開始⽇の前⽇から起算してさかぼって３０⽇⽬に当たる⽇以降に解除する場合（３及び４に掲 
 げる場合を除く。） 

 旅⾏代⾦の２０% 

 3 旅⾏開始⽇の前々⽇以降に解除する場合（４に掲げる場合を除く。）  旅⾏代⾦の５０% 
 4 旅⾏開始後の解除⼜は無連絡不参加の場合  旅⾏代⾦の１００% 
 (2)貸切航空機を利⽤する受注型企画旅⾏契約 
 1 ２から４までに掲げる場合以外の場合（当社が契約書⾯において企画料⾦の⾦額を明⽰した場合に 
 限る。）I 

 企画料⾦に相当する額 

 2 旅⾏開始⽇の前⽇から起算してさかのぼって９０⽇⽬に当たる⽇以降に解除する場合（３から５に 
 掲げる場合を除く。） 

 旅⾏代⾦の２０% 

 3 旅⾏開始⽇の前⽇から起算してさかのぼって３０⽇⽬に当たる⽇以降に解除する場合（４及び５に 
 掲げる場合を除く。） 

 旅⾏代⾦の５０% 

 4 旅⾏開始⽇の前⽇から起算してさかのぼって２０⽇⽬に当たる⽇以降に解除する場合（５に掲げる 
 場合を除く。） 

 旅⾏代⾦の８０% 

 5 旅⾏開始⽇の前⽇から起算してさかのぼって３⽇⽬に当たる⽇以降に解除⼜は無連絡不参加の場合  旅⾏代⾦の１００% 
 (3) 本邦出国時及び帰国時に船舶を利⽤する受注型企画旅⾏契約  当該船舶に係る取消料の規 

 定によります。 
 備考 
 (1) 取消料の⾦額は、契約書⾯に明⽰します。 
 (2) 本表の適⽤にあたって「旅⾏開始後」とは、別紙特別補償規程第２条第３項に規定する「サービスの提供を受けることを開始した 
 時」以降をいいます。 

 変更補償⾦の⽀払いが必要となる変更（別表第２） 
 変更補償⾦の⽀払いが必要となる変更  ⼀件あたりの率（％） 

 旅⾏開始前  旅⾏開始後 
 ⼀ 契約書⾯に記載した旅⾏開始⽇⼜は旅⾏終了⽇の変更  １.５  ３.０ 
 ⼆ 契約書⾯に記載した⼊場する観光地⼜は観光施設（レストランを含みます。）その他の旅⾏の⽬ 
 的地の変更 

 １.０  ２.０ 

 三 契約書⾯に記載した運送機関の等級⼜は設備のより低い料⾦のものへの変更  １.０  ２.０ 
 四 契約書⾯に記載した運送機関の種類⼜は会社名の変更  １.０  ２.０ 
 五 契約書⾯に記載した本邦内の旅⾏開始  地たる空港⼜は  旅⾏終了地たる空港の異なる便への変更  １.０  ２.０ 
 六 契約書⾯に記載した本邦内と本邦外との間における直⾏便の乗継便⼜は経由便への変更  １.０  ２.０ 
 七 契約書⾯に記載した宿泊機関の種類⼜は名称の変更  １.０  ２.０ 
 ⼋ 契約書⾯に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室条件の変更  １.０  ２.０ 

 ただし、当該変更について当社に第２８条第１項の規定に基づく責任が発⽣することが明らかである場合には、この限りではありませ 
 ん。 

 (1) 次に掲げる事由による変更 
 1 天災地変 
 2 戦乱 
 3 暴動 
 4 官公署の命令 
 5 運送・宿泊機関等の旅⾏サービス提供の中⽌ 
 6 当初の運⾏計画によらない運送サービスの提供 
 7 旅⾏参加者の⽣命⼜は⾝体の安全確保のための必要な措置 

 (注1)「旅⾏開始前」とは、当該変更について旅⾏開始⽇の前⽇までに旅⾏者に通知した場合をいい、「旅⾏開始後」とは、当該変更に 
 ついて旅⾏開始当⽇以降に旅⾏者に通知した場合をいいます。 
 (注2) 確定書⾯が交付された場合には、「契約書⾯」とあるものを「確定書⾯」と読み替えた上で、この表を適⽤します。この場合にお 
 いて、契約書⾯の記載内容と確定書⾯との間⼜は確定書⾯の記載内容と実際に提供された旅⾏サービスの内容との間に変更が⽣じたと 
 きは、それぞれの変更につき、１件として取り扱います。 
 (注3) 第三号⼜は第四号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利⽤を伴うものである場合は、１泊につき１件として取り扱います。 
 (注４) 第四号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級⼜は設備がより⾼いものへの変更を伴う場合には適⽤しません。 
 (注５) 第四号⼜は第七号若しくは第⼋号に掲げる変更が１乗⾞船等⼜は１泊の中で複数⽣じた場合であっても、１乗⾞船等⼜は1泊につ 
 き１件とし取り扱います。 
                          


